
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご相談・お問合わせ≫ 

 京都市長寿すこやかセンター （運営 社会福祉法人京都市社会福祉協議会） 

 電 話 ０７５（３５４）８７４１  ファックス ０７５（３５４）８７４２ 

 〒600-8882 京都市下京区河原町五条下る東側「ひと・まち交流館 京都」４階 

お気軽に 

お問合わせ

ください。 

 「京都市高齢者虐待事例研究会」は、高齢者虐待の防止と養護者支援の充実を

目的に設置された研究会です。 

 研究会では、高齢者虐待の対応に困っているケースについて、各分野の専門家で

構成された研究会委員が、現場で支援している援助職の方々と一緒に支援の方向

性や具体的な対応法を考えながら、専門的な立場で助言・情報提供を行います。 

 検討した結果は虐待事例の集積を目的に、事例集としてまとめていきます。 

①事例研究会参加型 

「ひと・まち交流館」で開催している「高齢者虐

待事例研究会」に事例提供者としてご参加い

ただき、研究会委員から助言を受ける方法。 

②委員派遣型 

関係者のみなさんが開催するカンファレンスの

場に、研究会委員の中から当該ケースへの支

援に必要な専門分野の委員が参加する方法 

参加方法 

 
プライバシー保護のため、 

 

参加できるのは当該ケースに関わる 

関係者の方のみ  としています。 
 

＊当該ケースに関する個人情報をはじめ、参

加者に関する個人情報も一切公開いたし

ません。 

参加対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

※概ねの流れになります。 研究会までの流れ 

 
下記の専門職チームで構成されています 
【順不同】 

・京都弁護士会 ・精神科医 ・京都司法書士会 ・京都社会福祉士会  

・学識経験者 ・認知症の人と家族の会京都府支部   

・京都市地域包括・在宅介護支援センター連絡協議会   

・京都市老人福祉施設協議会 ・行政関係者 

・長寿すこやかセンター   

事例研究会委員の所属 

（平成２５年度） 

研究会への 

参加型の場合 

現場への委員

派遣の場合 

報告・ふり返り 

個人情報等、ケースが特定されないよう配慮して 

事例集を作成いたします。 

事前にケースに関する資料を提出いただき、参加者で事例を共有 

しておきます。  ※ケースによって異なります。 

 

          長寿すこやかセンターで 

          随時受付けています。 

長寿すこやかセンター職員が 

ケースをお伺いします。 

 

研究会に参加する関係者と開 

催に向けた調整を行います。 

現場のカンファレンスに派遣す  

る委員の調整を行います。 

 

概ね奇数月の第１水曜日 

の研究会に参加いただきます。 

 

現場のカンファレンスに委員 

が参加します。 

 

ケースに応じて、継続的に 

支援します。 

 

 


